
穴水町立穴水小学校 いじめ防止基本方針 

令和２年 4 月策定 

 穴水小 笑顔が花さく楽しい学校  

                 （平成 26年度児童会いじめゼロスローガン） 

１．いじめに対する基本的な考え 

いじめは、いつでも、どの学校・学級でも、だれにでも起こりうるものという認 

識にたち、すべての児童を対象に、いじめに対する未然防止、早期発見、早期対応 

に取り組む。 

 

２．いじめ防止等のための指導体制（別紙参照） 

いじめに関する情報を共有し、全校体制で取り組みを推進するとともに、実践的 

な職員研修の場を設定し、全教職員が生徒指導の専門的技術を身に付ける体制をつ 

くる。 

 

３．いじめ未然防止のための取り組み 

（１） 学級経営の充実 

  ・児童の実態を十分に把握するとともに、ソーシャルスキルトレーニングやエン 

カウンターを実施するなどして、より良い学級経営に努める。 

  ・分かる・できる授業の実践に努め、児童一人ひとりが成就感や充実感をもてる 

授業の実践に努める。 

  ・教師と児童、児童間の好ましい人間関係の醸成に努める。 

（２） 道徳教育の充実 

  ・道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。 

  ・すべての教育活動において道徳教育の充実を図り、思いやり・生命や人権を尊 

重する心を育む。 

（３） 相談体制の整備 

  ・QU 検査結果の考察と対応策を考え、職員研修で共通理解を図る。 

  ・いじめアンケート後に学級担任等による教育相談を行い、児童一人ひとりの理

解に努める。 

（４） 縦割り班活動の推進 

  ・縦割り班活動の中で、協力したり協調したりすることを学習し、人とよりよく 

関わる力を身に付けさせる。 

（５） 情報教育（ネットトラブル防止）の推進 

  ・インターネットに関する使用状況調査を行い、現状把握に努めるとともに、児 

童にモラル教育を実施する。 



４．いじめ早期発見のための取り組み 

（１） 保護者、地域、関係機関との連携 

   ・児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護 

者からの相談には、迅速かつ誠実な対応に努める。 

   ・スポーツ少年団、学童保育、習い事教室等との連携を深め、情報収集に努める。 

（２） いじめアンケートの実施 

  ・児童向け、保護者向けにいじめについてのアンケートを定期的に実施し、アン 

ケートをもとに、一人ひとりの児童と直接話をして思いをくみ取る。 

（３） 兆候を見逃さない取り組み 

   ・休み時間や放課後の児童の様子に目を配り、個人ノートや日記などから交友関 

係や悩みを把握したりする。 

   ・毎日の健康観察などを通して児童の変化に対してアンテナを高くして、把握に 

努める。 

 

５．いじめ早期対応のための取り組み 

（１） いじめ対応マニュアル（別紙）に基づく対応 

  ・いじめに関する情報が入った場合、速やかに管理職に報告し、事実の確認をす 

る。 

  ・いじめの事実が確認された場合は、生徒指導委員会を開き、対応を協議する。 

  ・必要に応じて個別対応チームを設置して、対処する。 

  ・いじめをやめさせ、再発を防ぐために、いじめを受けた児童・保護者への支援 

と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 

 

（２） 関係機関との連携 

  ・いじめ対応アドバイザーと連携する。 

  ・重大事態に対しては、発生した旨を町教育委員会に報告する。 

  ・町教育委員会と協議のうえ、対処する組織を設置し、事実関係を明確にするた 

めの調査を実施するとともに、関係機関との連携を適切にとる。 

 


